
       

発行  令和 4 年 12 月 15 日  

花南地区コミュニティ会議  

  （花南振興センター内）  

    ☎・ FAX 24-4415 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

コミュニティだより 

第２０４号  

再発見！イーハトーブの先人ツアー  

■生涯学習事業の参加者を募集します 

 花巻市共同企画展「ぐるっと花巻・再発見！～イーハトーブの先人たち～」が開催されている文化施

設を巡る生涯学習事業を開催します。バスでぐるっと花巻市の文化施設を巡り郷土の歴史や文化、花巻

ゆかりの先人や功績に触れてみませんか。 

 ○期 日 令和 5 年 1 月 13 日（金） 

 ○場 所 花巻市内 

 ○対象者 花南地区に在住もしくは勤務する市民で、花巻の 

歴史や文化について関心があり学ぶ意欲がある方。 

 ○日 程 08：30 花南振興センター集合（受付、体調チェック票提出） 

      08：45 花南振興センター出発 

      09：00 /花巻新渡戸記念館  ＜施設見学＞ 

      10：15 /花巻市博物館  ＜施設見学＞ 

      11：30 東和コミュニティセンター（昼食） 

      13：00 /萬鉄五郎記念美術館 （東和町）＜施設見学＞ 

      14：30 /花巻市総合文化財センター （大迫町）＜施設見学＞ 

      16：00 /宮沢賢治記念館  ＜施設見学＞ 

      17：20 花南振興センター到着予定 

※天候や現地の状況によって日程を変更する場合があります。 

 ○内 容 訪問する 5 つの文化施設では学芸員や施設職員から説明を受けて見学します。 

 ○定 員 20 人（先着順） 

 ○参加費 100 円（保険料） 

 ○昼 食 東和コミュニティセンターで各自 

（お弁当持参、付近に産直の食堂やコンビニもあります。） 

 ○持ち物 マスク、飲み物、筆記用具、防寒具など 

○受 付 12 月 20 日（火）午前 9 時より受付開始。花南振興センター窓口へ直接もしくは花南地 

区コミュニティ会議（☎24-4415、平日の 9 時～17 時）までお申し込みください。 

桜町駐在所よりお知らせ 「冬の交通事故防止県民運動」～確認の 甘さが苦い 事故を呼ぶ～ 

 冬季は、積雪や凍結による道路環境の悪化に

伴う交通事故の発生や冬休み中の子どもが関係

する交通事故の発生が懸念されることから、交

通ルールの遵守と交通マナーの実践に努めまし

ょう 

○運動期間：令和 4 年 12 月 15 日(木)から 

12 月 24 日(土)までの 10 日間 

○運動重点 

（１）冬道用タイヤの装着と徹底 

（２）高齢者と冬休み中の子どもの 

交通事故防止 

（３）スピードダウンの徹底 

（４）飲酒運転の根絶 

12/29～1/3 は年末年始の 

休館のため受付いたしません 
 

小学生や中学生の 

親子での参加も大歓迎 

冬休みの自由研究にピッタリ！ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当地区 氏 名 担当地区 氏 名 

諏 訪 １ 阿 部 正 介 さん 南 城 安 部 たか子 さん 

諏 訪 ２ 山 下 牧 子 さん 成田・十二丁目 伊 藤 新 一 さん 

諏 訪 ３ 住 川 由香利 さん 山の神 佐々木 俊 子 さん 

桜町一 １ 菅 原 敬 子 さん 大谷地 １ 佐 藤 美代子 さん 

桜町一 ２ 小田代 律 子 さん 大谷地 ２ 髙 橋 文 子 さん 

桜町二 八重樫 恵美子 さん   

桜町三 近 藤 徳 雄 さん 主任児童委員 薄 衣   淳 さん 

桜町四 小田島 昌 子 さん 主任児童委員 木 村 育 実 さん 

 

 

 

 

 

 

 

 11 月末の任期満了に伴い、12 月から新たな任

期を迎え花巻市民生委員・児童委員に就任された

皆さんをご紹介します。 

 民生委員は、民生委員法に基づき、厚生労働大臣

から委嘱された非常勤の地方公務員です。給与の

支給はなく、ボランティアとして活動しています。

また、民生委員は児童福祉法に定める児童委員を

兼ねることとされています。 

 民生委員・児童委員は、自らも地域住民の一員と

して、それぞれが担当する区域において、住民の生

活上のさまざまな相談に応じ、行政をはじめ適切 

な支援やサービスへの「つなぎ役」としての役割を

果たすとともに、高齢者や障がい者世帯の見守り

や安否確認などにも重要な役割を果たしていま

す。なお、民生委員・児童委員の一部は、厚生労働

大臣により「主任児童委員」に指名されています。

主任児童委員は、子どもや子育てに関する支援を

専門に担当する民生委員・児童委員で、平成６年１

月に制度化されました。それぞれの市町村にあっ

て担当地区を持たず、地区担当の民生委員・児童委

員と連携しながら子育ての支援や児童健全育成活

動などに取り組んでいます。 

(全国民生委員児童委員連合会ホームページより) 

花南地区の民生委員・児童委員のご紹介  

花南振興センター・花南地区社会体育館  

定期利用団体の登録について  

 花南振興センター及び花南地区社会体育館を

利用する団体の令和５年度定期利用団体登録を

受け付けます。登録を希望する場合は、それぞれ

の施設の「定期利用団体登録申請書」を提出して

ください。（申請書は 12 月 20 日より花南振興

センター記載台に設置します） 

 なお、同一の時間帯に利用希望が重なった場合

は調整をいたします。 

【受付期間】令和 5 年 1 月 10 日（火）から 

1 月 31 日（火）まで 

【受付場所】花南振興センター窓口 

（平日 8：30～17：15） 

※個人や家族で利用する場合、定期利用団体の 

登録はできません。 

※申請代表者は、利用内容について各団体の中で 

よく相談されてから提出してください。 

≪親子ニュースポーツ大会中止のお知らせ≫ 

 花南教育振興協議会が主催し、毎年 1 月の中旬

に開催しておりました「親子ニュースポーツ大会」

ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点

から、中止することになりました。 

花南コミュニティだよりの次号は、令和 5 年 1

月 15 日の発行となります。来年もよろしくお願

いいたします。地域の皆さま、よいお年をお迎え

ください。（事務局一同） 

≪年末年始の休館のお知らせ≫ 

 花南振興センターと花南地区社会体育館の年末年

始の休館は次のとおりです。 

 休館期間 令和 4 年 12 月 29 日（木）から 

      令和 5 年 1 月 3 日（火）まで 

 令和 5 年 1 月 4 日（水）から通常どおり利用で

きます。 


